
- 1 - 

 

業 務 企 画 提 案 説 明 書 

           

１ 業務の概要 

（１）業 務 名      令和６年度岡山県介護生産性向上総合相談センター運営事業業務委託 

（２）業務目的  本事業は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 31号）による改正

後の介護保険法（平成９年法律第 123号）第５条第３項において、都道

府県に対し、介護サービス事業所における業務の効率化、介護サービス

の質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう助言

及び援助を行うよう務めることが求められており、国の介護生産性向上

推進総合事業実施要綱に基づき、県内の介護現場の課題に即した対応方

針や計画を有識者等で構成する「岡山県介護現場革新会議」において計

画し、相談や必要な支援等を行うことにより、介護現場の生産性向上や

人材確保の取組を推進させ、介護サービスの質の向上を図ることを目的

とする。 

（３）業務内容  「令和６年度岡山県介護生産性向上総合相談センター運営事業実施要

領」のとおり 

 

２ 企画提案を求める具体的内容  

  別紙様式第２号の業務企画提案書のとおり。 

 

３ 業務企画提案説明書に対する質問に関する事項 

（１）受付期間  令和６年６月１９日（水）から令和６年７月４日（木）までの 

        午前９時から午後５時まで（期間内に必着のこと） 

（２）受付場所  岡山市北区内山下二丁目４番６号 

          岡山県子ども・福祉部長寿社会課長寿社会企画班 

          ℡（０８６）２２６－７３２６ fax（０８６）２２４－２２１５ 

（３）受付方法  原則としてファックスとする。 

         ただし、ファックスで提出した場合は、到達したことを電話で（２）  

の担当者に確認すること。 

（４）回答方法  質問を受け付けた日から起算して３日以内かつ業務企画提案書の提出  

期限の日の前日の午後５時までにファックス等で回答する。 

また、岡山県子ども・福祉部長寿社会課ホームページに回答を掲載す

る。 

 

４ 業務企画提案書の提出者に要求される資格 

  公示６の要件を満たす団体であること。 

 

５ 業務企画提案書の提出者を選定するための基準 

  期限までに提出のあった参加意思確認書を審査し、公示６の応募要件を満たしている 

こと。 
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６ 非選定理由に関する事項 

（１）参加意思確認書を提出した者のうち、業務企画提案書の提出者として選定しなかっ 

た者に対し、選定しなかった旨及びその理由（以下「非選定理由」という。）を書面 

により通知する。 

（２）（１）の通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して７日以内に、 

書面により非選定理由についての説明を求めることができる。 

（３）（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日以内 

に書面により行う。 

（４）非選定理由の説明請求の受付場所、受付時間及び受付方法並びに回答方法は以下の

とおりとする。 

  ア 受付場所  ３（２）に同じ 

  イ 受付時間  午前９時から午後５時まで 

  ウ 受付方法  原則としてファックスによる 

  エ 回答方法  原則としてファックスによる 

 

７ 業務企画提案書に関する事項 

（１）業務企画提案書の種類及び提出部数 

  ア 業務企画提案書 ５部 

  イ 見積書     １部 

（２）業務企画提案書の形式及び内容 

   別紙様式第２号のとおり 

（３）問い合わせ先 

   ３（２）に同じ 

（４）提出期限  令和６年７月１０日（水）午後５時まで 

（５）提出場所  ３（２）に同じ 

（６）提出方法  持参による 

 

８ 業務企画提案書の特定 

  審査委員会において評価を行い、最も評価の高かった業務企画提案書を令和６年度岡

山県介護生産性向上総合相談センター運営事業業務委託の委託先候補として特定する。 

  特定された業務企画提案書の提出者（以下「特定者」という。）は、令和６年度岡山

県介護生産性向上総合相談センター運営事業業務委託を行う事業予定者となるものと

する。 

 

９ 非特定理由に関する事項 

（１）提出した業務企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を

書面により通知する。 

（２）（１）の通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して７日以内に、 

書面により業務企画提案書が特定されなかった理由についての説明を求めることが

できる。 

（３）（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日以内 
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に書面により行う。 

（４）非特定理由の説明請求の受付場所、受付時間及び受付方法並びに回答方法は以下の

とおりとする。 

  ア 受付場所  ３（２）に同じ 

  イ 受付時間  午前９時から午後５時まで 

  ウ 受付方法  原則としてファックスによる 

  エ 回答方法  原則としてファックスによる 

 

10 その他の留意事項 

令和６年度岡山県介護生産性向上総合相談センター運営事業業務委託の参加者の有

無を確認する参加意思確認書等の提出に係る公示１１に同じ。 

 


